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このところ雇用問題が社会的関心事となって

いる。景気の悪化などを背景に、本年7月の完

全失業率が統計開始（1953年）以来始めて5％

台に上昇し、これに加えて、政府が進めようと

している不良債権処理などの構造改革にともな

い、今後さらに失業者の増加が予想されるため

である（注1）。こうしたなかで、政府も2001年

度の補正予算編成等を通じて雇用対策を強化し

ている。

以下では、90年代以降の失業構造の分析をベ

ースに、雇用のセーフティネットの構築や今後

の労働市場改革の方向性について考察する。

90年代以降悪化した雇用情勢
失業者増加の三つの特徴
失業者が本格的に増加してきたのは、図1の

ように93年以降であり、それまでは失業者は

87年の173万人がピークで、失業率も2％前後

の水準で推移していた。93年以降2000年まで

（ともに年平均）の8年間で、失業者は178万人

増加し、失業率の上昇幅は2.5％に達した。景

気の落ち込みが大きかった98年に大幅に悪化し

たが、景気が回復過程にあった95～96年や99

～2000年でも失業者は増加した。この間の特

徴的な動きとして、次のようなものがある。

第一は、若年層の失業者増加である。15～

34歳の年齢層の失業者は失業者全体の約半分を

占めており、失業率でみてもこの年齢層の上昇

率が高い。また、この年齢層では自発的失業が

多く（図2）、2000年ではこの年齢層の失業者

の43％がこれに該当している。

第二は、特に90年代後半からの傾向として中

高年齢層の失業者が増加したことである。たと

えば、50～64歳年齢層の失業者は、92年には失

業者全体の23％を占めていたが、2000年では28

％に拡大した。この年齢層では勤務先企業の倒

産やリストラによる非自発的失業が多くなって

いる（図2）。

第三は、男子の失業率の増加である。93～

2000年にかけて失業率上昇幅は2.5％に達した
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90年代以降の景気の長期低迷などを背景に失業率が急上昇している。新規学卒市場の縮小や自発的失業の

増加などから若年層の失業者が増え、90年代後半からは企業のリストラで中高年の失業者も増加している。

情報サービスや介護等の人員未充足産業への就業を可能にする職業訓練などのミスマッチ対策のほか、本格

的な高齢化社会の到来に備えて、多面的就労を可能とする労働市場の抜本的改革の必要性が高まってきている。
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が、この間男子の失業率が2.9％上昇したのに

対し、女子の失業率は2.2％の上昇にとどまっ

た。男子に典型的な正規雇用が減少する一方、

女子を中心にパートタイマーなどの非正規雇用

が増加したためである。

産業サイドからみた雇用動向
こうした失業者の増加は、主として雇用の受

け皿となる産業の雇用吸収力が弱まったことに

原因がある。図3によって、自営業・家族従業

者を含む90年代以降の産業別就業動向をみる

と、雇用者数は98、99年度を除き増加傾向で

推移したものの、自営業・家族従業者が大きく

低下し、全体の就業者数はほぼ横這いにとどま

った（この結果、労働力人口増加分がほぼ失業

者となった計算）。自営業・家族従業者の減少

は、農林業就業者が大幅に減少したほか、卸小

売業・飲食店（いわゆる個人商店）や製造業

（家内工業的製造業）の減少も大きい。経済の

成長力低下による売上（生産）減少のほか、規

制緩和の影響や中国などアジア諸国との競合激

化も背景にあるとみられる。

雇用者数は、98、99年度を除き増加したが、

産業別には、製造業は92年度をピークに減少を

続け、特に、98、99年度に大きく減少している。

グローバル化の進展でアジアを中心に海外への

生産移転が進む一方、製品輸入の拡大で国内生

産が低迷したためとみられる。建設業は90年代

前半は雇用吸収力が最も大きかったが、97年度

をピークに減少に転じた。財政悪化で公共事業

が抑制されたことが影響している。金融保険・

不動産業も90年代半ば以降減少傾向である。

これに対し、卸小売業・飲食店が増加傾向で推

移したほか、サービス業が一貫して増加し、97

年度以降では最大の雇用吸収業種となってい

る。情報サービスや人材派遣業、医療、介護な

どの業種で増加している。

以上のように、90年代（特に93年）以降失業

者が増加したのは、自営業・家族従業者の減少

に加えて、製造業の雇用が93年度以降減少に転

じたことの影響が大きい。さらに90年代半ば頃

まで雇用を吸収してきた建設業が98年度から減

少したことで、失業者の増加幅は一段と拡大し

た。雇用の受け皿はもっぱらサービス業であり、

本年6月に政府が発表した「530万人雇用創出

計画」でも、その大部分がサービス産業で生み

出される計画である。
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若年層と中高年層の失業構造
新規学卒市場の縮小とフリーター問題
前記のように、失業者数は90年代以降急増

し、2001年7月現在で330万人に達しているが、

このうち15～34歳の若年層（失業者162万人）

と55歳以上の中高年層（同69万人）で、失業

者全体の7割を占める。なかでも、若年層の割

合が大きい。若年層の失業増加には、新規学卒

市場の縮小と自発的失業の増加にみられるよう

な若者の生活スタイルの変化があろう。

これまでは、高校、大学などの学校卒業と同

時に企業に就職し、定年まで勤める（終身雇用）

のが一般的で、賃金も勤続年数が長くなるにつ

れて上昇する（年功型賃金）ケースが多かった。

終身雇用の下では、企業が雇用調整を行う場合、

労働時間の調整や配置転換などを先に行い、止

むを得ず人員調整に至る場合も新規採用の削減

が優先された。このため、90年代になって産業

の雇用吸収力が弱まるに伴い、新規学卒就職者

の減少が続き（図4）、学卒無業者が急増した。

また、就職した後に離職するケースも多く（厚

生労働省調査では96年卒で学卒就職後3年以内

に離職する割合は、高卒約5割、短大卒約4割、

大卒約3割）、パートやアルバイトなどの就業

と失業を繰り返している若者（いわゆるフリー

ター）が多くなり、こうした傾向が若年層の失

業増加をもたらしている。資格取得など一定の

目的意識を持っている者もいるが、漠然とフリ

ーターを続けているものも多く、健全な社会の

構築といった点からは問題がある。

中高年層の失業と年功型賃金
中高年層の失業が目立ってきたのは、90年代

後半、特に98年以降である。終身雇用の下では

正規雇用者の削減は雇用調整の最後の手段とな

るが、98年以降企業の倒産やリストラで正規雇

用者が失業する（非自発的失業）ケースが増え

ている。中高年層の失業が問題なのは、再就職

が難しいことであろう。中高年層が仕事に就け

ない理由として、求人の年齢と自分の年齢が合

わないとするものが多いが（表1）、企業が求人

に年齢制限を行う背景として、年功型賃金の存

在が指摘されている（注2）。日本の賃金カーブ

は勤続年数が長くなるほど上昇し（図5）、労働

生産性との対比では、若年層の賃金が相対的に

低く抑えられ、中高年層では割高となっている。

従って、企業が新規に人員を採用しようとする

場合、コストの低い若年層に集中しがちである。
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また、終身雇用の下で、個々の労働者は企業特

殊的熟練（注3）は養成されても、世間一般で役

に立つ知識や技能は乏しく、その意味で転職が

難しいといった面もあろう（ただし、表1の調

査ではこうした面はあまり出ていない）。

中高年層は家計を維持する中心的担い手であ

るだけに、中高年層の失業増加は社会的にも問

題がある。

ミスマッチの存在
前記のように、93年以降失業者が増加してい

るが、一方で、すべての産業で必要人員が満た

されているわけではない。図6をみると、90年

代以降失業率が上昇したが、欠員率（必要人員

に対する未充足人員の割合）は2％程度の水準

で下げ止まっている。企業の労働需要に対して

労働供給が十分でない状態、すなわちミスマッ

チの存在を示している。未充足人員が大きい業

種はサービス業であり、なかでも、情報サービ

スや医療、介護などの業種である。

ミスマッチが生じている原因を表1によって

考察すると、最も多いのが年齢のミスマッチ

（求人の年齢と自分の年齢が合わない）であり、

特に、45歳以上の中高年層に集中している。次

に多いのが職種によるミスマッチ（希望する仕

事がない）で、若年層（15～34歳）に多い。知

識や技能面のミスマッチや賃金・給料のミスマ

ッチも若年層が多くなっている。なお、女性の

場合には「勤務時間等が合わない」が比較的多

い。このように、若年層では職種や技能、賃金

面でのミスマッチが多く、中高年では年齢によ

るミスマッチが中心である。

雇用対策と今後の労働市場改革の方向
政府の雇用対策
失業者増加の過程で、政府もさまざまな雇用

対策を行ってきた（表2）。これらを整理すれ

ば、①雇用吸収産業の育成対策（IT、医療、介

護等の新市場開拓のための規制改革等）、②雇

用を維持・創出する企業に対する助成金等（雇

用調整助成金、各種奨励金等）、③職業紹介機

能の充実（官民の情報ネットワーク構築等）、

④教育訓練や能力開発（学卒未就職者の能力開

発等）、⑤雇用保険制度の拡充等（2001年４月

施行の雇用保険法改正等）、に分けられる。さ

らに、2001年度補正予算に関連した雇用対策

では、教育や環境等の分野での公的雇用（補助

教員や森林作業員等）の拡大、雇用保険制度の
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拡充（保険期間の延長等）、人材派遣業におけ

る中高年を対象にした派遣期間の延長（3年程

度）などの対策が検討されている。

欧米の経験
70～80年代に欧米では高失業が蔓延し、種々

の対策が実施された。そうしたなかで失業率を

大きく低下させた国として、米国やイギリス、

オランダなどがある。

米国では、80年代始めに8％台後半にあった

失業率が、現在までに4％台半ば程度まで低下

している。規制緩和や技術革新等による新規産

業の成長が主因であるが、これらを可能にした

柔軟で競争的な経済システムにも土壌があった。

イギリスも、80年代始めに10％を超えた失業

率が現在までに5％程度まで低下している。サ

ッチャー政権以降の各種規制緩和策、民間の職

業紹介や人材派遣業の活用、地域や民間を主体

とした職業訓練制度や職業資格制度等の諸改革

が成果をもたらした。

オランダでも、失業率は80年代始めにイギリ

ス同様10％を超えていたが、現在までに3％を

下回るまで低下している。82年に行われた政

府、経営者、労働組合による政策合意（ヴァッ

セナー合意）のもとで、パートタイム労働を活

用したワークシェアリングの推進、フルタイム

労働とパートタイム労働の労働条件等（時間当

たり賃金、休日取得、各種保険・年金等の取扱）

の均等化などが行われ、これらによる企業収益

改善や消費の増加等で経済成長が促進された。

こうした政策によってオランダでは共働き世帯

が増えるなど、新しいライフスタイルが生み出

された（いわゆるオランダモデル）。

日本型雇用のセーフティネットの構築
労働は単に働いて賃金を得るだけでなく、医

療や年金、失業保険などの社会保障システムと

深くかかわっている。日本経済は、少子高齢化

の進展で医療・年金等の社会保障システムの再

構築を迫られており、高齢世代には保障削減

（医療費自己負担拡大や年金支給年齢引上げ等）、

現役世代には負担増大（増税、各種保険料引上

げ等）が予想され、財政赤字拡大や足元の雇用

悪化とともに将来不安を高めている。また、中

国などアジア諸国の追い上げによる産業競争力

低下も重なり、家計や企業の期待成長率が低下

し、現実の景気低迷につながっている。

こうしたなかで、日本型の雇用のセーフティ

ネットを考えるには（注4）、少子高齢化の進展

を前提に、医療や年金、失業保険等を含めた持

続可能な雇用システムを構築していく必要があ

り、その解決の方向は、生涯を通じた労働期間

の延長（高齢者労働の活用）と女性の労働参加

を増やすことである。これによって現役世代の

資料　政府発表資料により当方作成�

表2　近年の政府の雇用対策�

名　称� 時　期� 内　　　容�

緊急雇用開発�
プログラム�

雇用活性化�
総合プラン�

日本新生の�
新発展戦略�

緊急雇用�
対策�

緊急経済�
対策�

530万人雇用�
創出計画�

産業構造改�
革・雇用対策�
本部中間取り�
まとめ�

新生経済対策�
に基ずく�
雇用対策�

ミスマッチ�
解消を重点と�
する緊急雇用�

対策�

98年4月�

98年11月�

99年6月�

99年11月�

2000年�
5月�

2000年�
10月�

2001年�
4月�

2001年�
5月�

2001年�
6月�

雇用調整助成金の助成率引き上げ�
雇用保険対象者の教育訓練給付制度の創設等�

緊急雇用創出特別基金創設（中高年を雇用す�
る事業主に支給）�
中高年の職業能力開発等（アビリティガーデ�
ンの活用等）�

中小企業地域雇用創出特別奨励金を創設�
特定地域･下請企業離職者雇用創出奨励金の創設�
21世紀人材立国計画の推進�
雇用保険法の改正等�

IT化対応職業訓練拡大�
学卒未就職者の能力開発推進�
官民の一元化情報ネットワーク構築�
求人年齢制限の緩和指導・啓発等�

新市場・新産業育成による雇用創出�
人材育成・能力開発の推進�
安心して働ける就業環境の整備�
雇用面のセーフティネットの整備�

新市場開拓（IT、医療、介護等）に資する規制改革�
イノベーションのための重点投資・システム改革�
雇用面のセーフティネットの整備（緊急雇用創出�
特別助成金、新規・成長分野雇用創出特別奨励金�
の拡充、雇用保険法改正法の円滑な施行）�

円滑な労働移動促進のための雇用対策法等の�
改正等�

サービス部門による530万人の雇用創出計画�

新規・成長分野雇用創出特別奨励金の活用�
緊急地域雇用特別交付金の創設�
キャリア交流プラザの開設等�
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負担が軽くなり、生産年齢人口減少による労働

力人口減少を緩和することも可能となる。高齢

者には年齢による体力衰えがあり、女性には出

産や育児等の負担があるため、社会が幅広い労

働形態（パート労働や在宅勤務等の非正規労働）

を受入れていく必要がある。

こうした観点から障害となるのは、一つは、

求人の年齢制限とその背後にある年功型賃金の

存在である。前にも述べたように、年功型賃金

カーブでは中高年層は若年層に比べてコスト高

となるが、労働生産性等を反映した賃金体系に

なれば、求人の年齢は問題とされないはずであ

り、中高年層が年齢に関係なく雇用されるには、

そうした方向でこれまでの慣行を見直す必要が

ある。その場合、求職者の労働生産性はその人

の持つ技能、知識等によって判断される。この

ため、各種職業訓練や能力開発手段の充実、一

般に認められる職能資格体系の整備（イギリス

の事例が参考）などが重要となろう。

次に、女性などの労働参加を促すには、保育

所充実等の出産や育児負担軽減措置のほか、非

正規雇用（パートタイム労働等）にかかる労働

条件を改善していく必要がある。これには時間

当り賃金水準のほか、医療・雇用保険、税制や

年金等の取扱い（注5）が含まれる。こうした非

正規雇用の労働条件改善に関しては、前記のよ

うに、正規雇用（フルタイム労働）との均等化

を進めたオランダ方式が一つの成功例といえ

る。なお、女性の労働参加が増えることは共働

き世帯の増加につながるが、非正規雇用の労働

条件改善により、夫が失業しても妻の就業で家

計が支えられるようになるなど、セーフティネ

ット構築につながる。

また、これはフリーター対策としても重要で

ある。増加しているフリーター層が、このまま

の状態で年齢を増していくことは好ましいこと

ではない。フリーターに多い非正規雇用の労働

条件の改善によって、将来の生活設計が可能に

なるようにすることは（注6）、社会的にも望ま

しいと思われる。

前記（表2）のように、政府もさまざまな対策

を講じているが、その効果の出現にはかなり時

間を要するものも多い。2000年5月の「ミスマッ

チ解消を重点とする緊急雇用対策」では、求人

年齢制限の緩和・指導なども打ち出されている

が、年功型賃金体系が根強い現状では、実際の

効果に疑問もある（注7）。公的雇用の拡大などは

当面の失業者救済策としては効果的と思われる

が、長期的には行財政改革等の点で問題もある。

雇用対策は、単に経済合理性だけでなく、労

働者保護や広くは人間の尊厳にも関係した難し

さがある。しかし、現実の雇用悪化の進行や近

い将来での本格的な高齢化社会の到来を考慮す

ると、従来の慣行の見直しや保険・年金・税制

等の再構築を含む労働市場の抜本的改革の必要

性が高まっているように思われる。

（注1）不良債権処理にともなう失業の発生について、第一

生命経済研究所では失業者111万人、日本総合研究所では

50万人程度、内閣府では13～19万人などの推計がなされ

ている。これらの失業者推計数の違いは、対象不良債権の

範囲（第一生命経済研では範囲が広い）や失職後の再雇用

を含めるかどうか（内閣府では含めている）によるもので、

これらの影響を除けば大きな違いはない。

（注2）清家篤「年齢差別禁止の経済分析」日本労働研究機

構『日本労働研究雑誌』2001年7月号などを参照。

（注3）企業特殊的熟練とは、その企業で特殊的に通用する

熟練度をいい、その企業外では有用性は乏しいもの。

（注4）ここでは雇用のセーフティネットを、労災や疾病、

失業などの保険制度に限らず、年金なども含む労働者の生

涯設計全体にかかる安全網として考察する。

（注5）サラリーマンの妻の場合、配偶者控除や国民年金保険

料負担の有無等の税や年金にかかる諸制度が就労に影響する。

（注6）現状ではパートタイマーが厚生年金や確定拠出型年

金（企業型）に加入するには、労働時間数等において一般

労働者の4分の3以上が必要。

（注7）米国では76年に「雇用における年齢差別禁止法」

が制定され、40歳以上が年齢差別禁止対象となっている。

（鈴木 博）


